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別表１    許可取消し表

1 法に定める欠格事由に該当したとき 法第７条の４第１項第１号 法第７条第５項第４号

2
無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が
特に重いとき

法第７条第１項、第１４条第１項

3
無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重
いとき

法第７条第６項、第１４条第６項

4 再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき 法第７条第１４項

5 無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき 法第７条の２第１項

6 区長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき 法第７条の４第１項第２号 法第７条の３

7 名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき 法第７条の５

8 投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき 法第１６条

9 焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき 法第１６条の２

10 改善命令違反をし、情状が特に重いとき 法第１９条の３

11 措置命令違反をし、情状が特に重いとき 法第１９条の４第１項

12
不正な手段により許可及び許可の更新若しくは変更の
許可を受けたとき

法第７条の４第１項第３号
法第７条第１項、第２項、第６項、第７
項、法第７条の２第１項

13
事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第２条
の２若しくは第２条の４で定める基準に適合しなくなっ
たとき

法第７条の４第２項 法第７条第５項第３号、第１０項第３号

14
法第７条第１１項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬
業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反
したとき

法第７条の４第２項 法第７条第１１項

15
上記以外で法若しくは法に基づく処分に違反し、情状
が特に重いとき

法第７条の４第１項第２号

法第７条の４第１項第２号

処  分  理  由 関 係 条 文根　拠　条　文

法第７条の４第１項第２号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２    事業の停止命令表

下限 上限

1 公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき 法第５条第１項、第３項、第４項 30 60

2 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき 法第７条第１項、第１４条第１項 30 60

３
事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第２条
の２若しくは第２条の４又は規則第４９条で定める基準
に適合しなくなったとき

法第７条の３第２号 法第７条第５項第３号、第１０項第３号

4 無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき 法第７条第６項、第１４条第６項 30 60

5 処理料金上限規定に違反したとき 法第７条第１２項 7 15

6 法施行令に定める処理基準違反をしたとき 法第７条第１３項 20 40

7 再委託禁止違反をしたとき 法第７条第１４項 30 60

8
帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を
記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載を
したとき

法第７条第１５項、第１６項 20 40

9
事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は
虚偽の届出をしたとき

法第７条の２第３項 20 40

10 名義貸し禁止違反をしたとき 法第７条の５ 30 60

11 投棄禁止違反をしたとき 法第１６条 30 60

12 焼却行為禁止違反をしたとき 法第１６条の２ 30 60

13 報告違反をしたとき 法第７条の３第１号 法第１８条、条例第７２条 20 40

14 改善命令違反をしたとき 法第１９条の３ 30 60

15 措置命令違反をしたとき 法第１９条の４第１項 30 60

16 立入検査規定に違反したとき 法第１９条第１項、条例第７３条第１項 7 15

7 60

法第７条の３第１号

法第７条の３第１号

法第７条の３第１項、条例
第６３条第１号

17

法第７条の３第１項

上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しく
は条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の
停止命令が必要と認められるとき

処分期間日数

関 係 条 文処  分  理  由 根　拠　条　文

改善に必要な期

間

法第７条の３第１号

 
 

 


